
伊達市中小企業生産性向上設備投資応援補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、物価高騰及び人件費の上昇が続く中、市内中小企業者等の

生産性向上、省エネルギー化及び経営基盤強化を図り、当該設備投資による経

営改善効果を将来的な賃金の引上げ、労働環境の改善、事業の安定的な継続及

び雇用の維持・拡大につなげることを目的として、設備投資に要する経費の一

部を予算の範囲内において補助金を交付することについて、伊達市補助金等の

交付等に関する規則（平成18年伊達市規則第40号。以下「規則」という。）に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定める

ところによる。 

（１）市内中小企業者等 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１

項に規定する中小企業者であって、法人にあっては市内に本店、事業所又は

店舗を有するもの、個人にあっては市内に事業所又は店舗を有するものをい

う。ただし、次のアからカまでのいずれかに該当するものを除く。 

ア 主に農林水産業を営む者 

イ みなし大企業 

ウ 政治、経済又は文化団体 

エ 宗教法人又は団体 

オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第

122号）第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者 

カ その他市長が不適当と認める者 

（２）みなし大企業 次のアからウまでのいずれかに該当するものをいう。 

ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業者

（中小企業基本法第２条第１項に該当する中小企業者以外の事業者をい

う。以下同じ。）が所有している中小企業者 

イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業者が所有

している中小企業者 

ウ 大企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占

めている中小企業者 

（３）暴力団等 伊達市暴力団排除条例（平成24年伊達市条例第３号）第２条第

１号から第３号までの規定に該当するものをいう。 

（補助事業者の要件） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助事業者」という。）は、次の



各号に掲げるいずれにも該当する者とする。ただし、市長が適当でないと判断

した市内中小企業者等は、この限りでない。 

（１）市内中小企業者等であること。 

（２）代表者又は役員が暴力団等又は暴力団等と密接な関係を有する者でないこ

と。 

（３）市税等を滞納していないこと。 

（補助対象事業等） 

第４条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）、補助

対象期間及び補助対象経費は別表第１に定めるとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、別表第２に掲げる経費は、補助金の対象としな

い。 

３ 第１項の規定にかかわらず、本市の他の補助制度又は他の公的補助制度（以

下「他の補助制度」という。）の交付決定又は他の補助制度の補助金等の支払

を既に受けた経費は、補助対象経費としない。 

４ 補助対象経費以外の経費と混同して支払が行われており、補助対象経費との

支払の区別が難しいものは、補助対象経費から除外する。 

５ 補助対象経費の支払先が、補助事業者と資本関係がある事業者又は補助事業

者の役員若しくは役員の属する企業等である場合は、補助対象経費から除外す

る。 

（補助金額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費に３分の２を乗じて得た額（当該額に

1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とし、上限額を100万

円、下限額を20万円とする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けたい補助事業者（以下「申請者」という。）は、中

小企業生産性向上設備投資応援補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる

書類を添えて提出しなければならない。 

（１）事業計画書（様式第２号） 

（２）収支予算書（様式第３号） 

（３）市内で事業を営んでいることが分かる書類（履歴事項全部証明書、直近の

確定申告書等）の写し 

（４）補助対象経費の積算が確認できる書類（見積書等）の写し 

（５）導入設備の製品内容がわかる資料（製品カタログ、仕様書等） 

（６）誓約書兼同意書（様式第４号） 

（７）市税の完納証明書又は滞納なし証明書 

（８）その他市長が必要と認める書類 



２ 前項の申請は、１事業者につき１回限りとする。 

（交付決定等） 

第７条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査

し、適当と認めるときは、中小企業生産性向上設備投資応援補助金交付決定通

知書（様式第５号）により申請者に通知し、補助金の交付が不適当と認められ

る場合は、中小企業生産性向上設備投資応援補助金不交付決定通知書（様式第

６号）により申請者に通知する。 

（補助金交付の条件等） 

第８条 規則第７条第１項第１号に規定する別に定める軽微な変更は、次のとお

りとする。 

（１）補助事業の目的の達成に支障をきたすことなく、かつ、事業能率の低下を

もたらさない事業計画の細部を変更する場合 

（２）補助対象経費の10分の２以内の減額をする場合 

（実績報告） 

第９条 補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、当該

事業が完了したときは、中小企業生産性向上設備投資応援補助金実績報告書

（様式第７号）に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 

（１）収支決算書（様式第８号） 

（２）補助対象経費の支払が確認できる書類（領収書等）の写し 

（３）補助対象経費に係る設備等の写真 

（４）その他市長が必要と認める書類 

（交付請求） 

第10条 交付決定者は、規則第16条の規定による補助金の額の確定後に中小企業

生産性向上設備投資応援補助金交付請求書（様式第９号）により、市長に補助

金を請求するものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の

交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めること

ができる。 

（１）不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）正当な理由がなく、補助対象事業を変更し、又は中止したとき。 

（３）その他補助金を交付することが不適当と認められるとき。 

（４）対象事業を実施した交付決定者で補助金の額等の決定通知の日から起算し

て２年以上継続して事業を行わないとき。ただし、交付決定者の責めに帰さ

ない事情によるときは、この限りでない。 

（財産処分の制限） 



第12条 規則第21条第１項ただし書に規定する別に定める期間は、減価償却資産

の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に定める耐用年数に相

当する期間とする。 

２ 規則第21条第１項第２号及び第３号に規定する別に定めるものは、取得価格

又は効用の増加価格が30万円以上の機械、器具、その他の備品とする。 

（確認等） 

第13条 市長は、必要に応じ、補助事業者の第３条第２号の該当の有無につい

て、福島県伊達警察署長に対して確認を行うことができる。 

２ 市長は、必要に応じ、補助事業者に対し補助対象事業の実施内容について報

告を求め、又は実地及び書面等による調査を行うことができる。 

（書類の保管） 

第14条 交付決定者は、対象事業に関する収支状況等を明らかにした会計帳簿そ

の他の書類を整備し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して、

５年間保存しなければならない。 

（その他） 

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 

（失効） 

２ この要綱は、令和９年３月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに

交付決定を受けた補助事業者における第11条から第14条までの規定について

は、同日後においても、なおその効力を有する。 

別表第１（第４条関係） 

補助対象事業 

 

（１）生産性向上につながる設備導入又は更新 

（２）業務効率化につながるＩＴ設備等の導入 

（３）コスト削減につながる省エネ設備の導入 

補助対象期間 令和８年５月１日から令和８年12月31日まで（当該期間

内に補助対象事業を開始し、実施完了すること。） 

補助対象経費 

 

 

専ら補助対象事業に用いる設備等で、市内の本店、事業

所又は店舗へ導入し、事業活動に直接供するもののう

ち、次に掲げる経費とする。 

（１）作業効率の向上、処理能力の増加、作業時間の短

縮その他生産性の向上に資する設備の購入及び設置に



要する経費（製造・加工機械、業務用機器、厨房機器

その他これらに類するもの） 

（２）業務の効率化、管理機能の高度化又は作業の自動

化により経営の効率化に資する情報機器及び情報シス

テムの購入又は構築に要する経費（ＰＯＳシステム、

在庫管理システム、顧客管理システム、キャッシュレ

ス決済端末、業務効率化ソフトウェアその他これらに

類するもの） 

（３）既存設備と比較してエネルギー使用量の削減又は

光熱費等のコスト削減が見込まれる省エネルギー設備

の購入及び設置に要する経費（ＬＥＤ照明設備、省エ

ネルギー型空調設備、省エネルギー型冷凍冷蔵設備そ

の他これらに類するもの） 

別表第２（第４条関係） 

公租公課（消費税及び地方消費税相当額等） 

原材料及び消耗品の購入に係る経費 

修理又は修繕に係る経費 

事業活動に直接使用しない機器等の経費 

サービス・ソフトウェア等の加盟登録料及び使用料 

各種保証・保険料 

人件費 

損失補填 

借入に伴う支払利息 

不動産購入費 

振込手数料 

飲食及び接待費 

その他市長が不適当と認める経費 



様式第１号（第６条関係） 

 



様式第２号（第６条関係） 

 



 



様式第３号（第６条関係） 

 



 



様式第４号（第６条関係） 

 



様式第５号（第７条関係） 

 



様式第６号（第７条関係） 

 



様式第７号（第９条関係） 

 



 



様式第８号（第９条関係） 

 



 



様式第９号（第10条関係） 

 


